
岡  崎  地  区  社  会  福  祉  協  議  会  会  則  

 

第１章 名称及び事務所  

 

（名 称）  

第 １ 条  本会は、岡崎地区社会福祉協議会という。  

 

（事務所）  

第 ２ 条  本会の事務所を平塚市岡崎３６３４番地、岡崎公民館に置く。  

 

第２章  目的及び事業  

 

（目 的）  

第 ３ 条  本会は、岡崎及びふじみ野地区（以下「地区」という。）における

住民・団体等の連携のもとに、積極的に住民の生活と直結する地域

福祉活動の推進を図ることを目的とする。  

 

（事 業）  

第 ４ 条  本会は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を

行う。  

 

(1) 高齢者福祉、心身障がい者福祉及び児童福祉等の推進  

(2) 社会福祉に関する調査研究と資料の収集  

(3) 地区内の関係団体との連絡調整及び事業の協力  

(4) 住民の福祉に関する啓発と宣伝活動の実践  

(5) ボランティアの育成と活動の推進  

(6) 見守り活動の推進  

(7) 共同募金、日赤社員増強運動等への協力  

(8) その他目的達成に必要な事業  

 

（部会の設置）  

第 ５ 条  本会は、前条の事業を実施するため、次の部会を置く。  

(1) 企画・総務部会  

(2) 高齢・障がい者福祉部会  

(3) 健康福祉推進部会  

(4) 広報部会  

(5) 生活支援推進部会  

(6) 児童福祉部会  

     ２．会則に定めるほか、部会に関する事項は細則に定める。  
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         第３章  会 員  

 

（会 員）  

第 ６ 条  本会は、地区内の関係団体及び世帯をもって会員とする。  

     ２．本会の主旨に賛同する地区内の法人を会員とすることができる。  

 

（会 費）  

第 ７ 条  会員は、必要に応じて会費を納入するものとする。  

 

第４章 役 員  

 

（役員の種類及び定数）  

第 ８ 条  本会に次の役員を置く。  

 

        会 長  １名  

        副会長  ３名  

        理 事  10 名以上 15 名以内とする。  

        監 事  ２名  

        書 記  ２名  

        会 計  ２名  

        部 長  ６名  

 

（役員、代議員の選任）  

第 ９ 条  会長、副会長及び監事は、会員の内から理事会の推薦により総会    

において承認する。  

     ２．代議員は、組織図に定める団体の代表等をもってこれに充てる。  

     ３．理事は、代議員から選出する。選出方法については別に定める。  

     ４．書記及び会計は、会長の指名による。  

     ５．部長は、会長の指名による。  

 

（役員の職務）  

第   10  条  会長は、本会の会務を統括し、本会を代表する。  

      ２．副会長は、会長を補佐し会長事故あるときは、あらかじめ定めた

順位により、この職務を代理する。  

     ３．理事は、理事会を組織し事業の執行を図る。  

     ４．監事は、本会の監査にあたる。  

     ５．書記は、会の庶務的事務を担当する。  

     ６．会計は、会の経理を担当する。  

     ７．部長は、担当部会の活動を推進する。  
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(代議員の職務 ) 

第   11  条  代議員は、組織の意見を集約し、本会の事業に協力する。  

 

（任期及び補充）  

第   12  条    役員の任期は２年とする。ただし、再任は妨げない。    

     ２．前項の規定にかかわらず、関係団体の資格において選任された役

員の任期は、その在任期間とする。  

     ３．後任により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。  

 

第   13  条     役員は、任期満了後も後任者が就任するまでは、その職務を行う

ものとする。  

 

第   14  条     役員は、任期中といえども、本会の名誉を棄損し、または目的趣

旨に反するような行為があったときは、理事会の議決を経てこれを

解任することができる。  

 

第   15  条  代議員の任期及び補充については、第１２．１３．１４条の規定

を準用する。  

 

（顧 問）  

第   16  条  本会は、顧問を置くことができる。  

     ２．顧問は、理事会の推薦により会長が委嘱する。  

     ３．顧問は、重要な事項について、会長の諮問に応えるとともに、会

議に出席し意見をのべることができる。  

 

第５章 会 議  

 

（会議の種類）  

第   17  条  会議は、これを総会・理事会・部長会及び部会とする。  

 

（召集及び議長）  

第   18  条  会議は、会長が招集する。ただし、部会は部長が招集し議長とな

る。  

 

（総会の開催）                             

第   19  条  総会は、毎年１回開催する。ただし、必要に応じて臨時に開催す

ることができる。  

２．総会は、代議員をもって構成する。  

３．総会の議長は、出席者の中から選出する。  
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（理事会の開催）  

第   20  条  理事会は、会長・副会長、理事、会計及び書記をもって組織し、

必要に応じ開催する。  

     ２．理事会の議長は会長とする。  

 

（議決方法）    

第   21  条  すべての会議の議事は、出席者の過半数で決し、賛否同数のとき

は議長の決するところによる。  

 

（緊急措置）                              

第   22  条  特別の事情があるときは、会長は文書をもって理事の意見を求め、 

      それぞれの会議に代えることができる。  

 

（総会の権限）  

第   23  条  総会は、次の各号に掲げる事項を議決する。  

      (1) 会則の変更  

            (2) 本会の事業計画及び事業運営に関する事項  

      (3) 歳入歳出、予算及び決算に関する事項  

      (4) 会費その他会員の負担に関する事項  

      (5) その他必要と認める事項  

 

（理事会の権限）  

第   24  条  理事会は、次に掲げる事項を議決する。  

      (1) 総会に提出すべき事項  

      (2)  その他会長が必要と認める事項  

 

第６章 会 計  

 

（会計年度）  

第   25  条  本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日をも

っておわる。  

 

（経費支弁）  

第   26  条  本会の経費は、平塚市社会福祉協議会からの補助金及び交付金、

会費、その他の寄付金等をもってあてる。  

（監査報告）  

第   27  条  監事は、毎年 1 回以上、監査の結果を総会に報告しなければなら

ない。  
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         第７章  表 彰  

 

（表 彰）  

第   28  条  本会は、本会及び地域の福祉活動に顕著な功績のあった個人及び

団体を表彰する。  

      本条に規程するほか、手続きについては細則でさだめる。  

 

第８章 補 則  

 

（施行細則）  

第   29  条  この会則について必要な細則は、会長が理事会にはかってこれを  

定める。  

 

 

 

付則  

この会則は、昭和３９年１０月 ７日から施行する  

この会則は、昭和６３年 ９月２４日から施行する（一部改正）  

この会則は、平成 ８年 ４月２０日から施行する（一部改正）  

この会則は、平成１０年 ５月 ９日から施行する（一部改正）  

この会則は、平成１３年 ５月１２日から施行する（一部改正）  

この会則は、平成２３年 ５月１５日から施行する（一部改正）  

この会則は、平成２７年 ４月２５日から施行する（一部改正）  

この会則は、平成２８年 ４月２３日から施行する（一部改正）  
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部 長 会  

 

 

部  長  

会  計  

書  記  

部  会  

 

会 員  

地区内の関係団体及び世帯並びに  

本会の主旨に賛同する地区内の法人  

岡崎地区社会福祉協議会組織図 

 

 

             

   

            

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会  長  

副  会  長  
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≪代 議 員≫  

 

岡崎地区自治会連絡協議会代表  

自  治  会  長  

民生委員児童委員  

青少年指導員連絡協議会代表  

福  祉  推  進  員  

福  祉  協  力  員  

（地区団体に所属しないボランティア）  

小学校 PTA 代表  

中学校ＰＴＡ代表  

交通安全協会岡崎支部代表  

岡崎地区老人クラブ連合会代表  

岡崎地区体育振興会代表  

岡崎地区ごみ減量化推進委員会代表  

「おかざき鈴の里」運営協議会代表  

食生活改善推進団体ママの会岡崎代表  

防犯協会岡崎支部代表  

学  識  経  験  者  

目的達成に必要な関係団体の代表  
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細   則 
 

第１条 会則第５条第２項に定める部会活動等は、次のとおりとする。          

(1)  企画・総務部会  

     ・年間事業計画 (案 )のまとめ ・自主財源検討 ・器材資材確保 ・管理  

    ・要望分析 ・組織化 ・視察研修の立案 ・ボランティア研修、育成  

    ・各種募金 ・自治会宛文書、刊行物、周知文書、団体配布  

・事務処理全般 ・部会各種団体との連携、調整など  

 

(2) 高齢・障がい者福祉部会  

・独居高齢者「お楽しみ昼食会」 ・各種介護・介助体験学習  

・介護者のつどい ・障がい者（児）のつどいなど  

 

(3) 健康福祉推進部会  

・漫歩会 ・健康講座 ・健康フェスティバルなど  

 

(4) 広報部会  

・広報紙の発行 ・各種福祉活動の取材とその啓発、宣伝活動  

・ふれあい福祉展 ・「社会を明るくする運動」の啓蒙  

 

(5) 生活支援推進部会  

・「見守り活動」ネットワークづくり  

・「防災」ネットワークづくり  

・「見守り」協力者発掘など  

  

(6) 児童福祉部会  

・児童の健全育成 ・母子、父子家庭の支援 ・未就学児の子育て支援  

・児童虐待防止 ・妊産婦への支援  

 

(7) 部会活動は原則的には、各部会が事業計画にしたがい立案し、実施する。 

 

(8) 「ふれあい福祉のつどい」及び「ふれあい福祉まつり」等については、

実行委員会を組織し、事業計画にしたがい立案し、実施する。  

 

(9) 相談事業  

「ふれあい福祉相談」は民生委員児童委員協議会に一任、実施する。  



第２条  ９条第３項に定める、理事の選出については次のとおりとする。  

 

      会 長                    １名   

      副会長                    ３名   

      岡崎地区自治会連絡協議会           １名  

      民生委員・児童委員協議会           １名  

      福祉協力員                  １名  

      福祉推進員                  １名  

 

      小学校ＰＴＡ  

      中学校ＰＴＡ  1 名  

      青少年指導委員連絡協議会  

 

      交通安全協会岡崎支部  

岡崎地区体育振興会  

岡崎地区老人クラブ連合会         

 

ゴミ減量化推進委員会  

      食生活改善推進団体ママの会岡崎      

防犯協会岡崎支部  

 

      おかざき鈴の里運営協議会           １名  

 

 

第３条 会則第２８条に定める表彰についての手続きは、次のとおりとする。  

(1) 表彰者の推薦は、関係団体等の代表者、または本会会長による。  

(2) 表彰者は、本会の役員・代議員として１０年以上その任にあり、辞任

されたとき、及び地域福祉の向上に特に貢献のあった者。  

(3) 表彰者の決定は、理事会で審議し決定する。  

(4) 表彰者には、本会会長から表彰状または感謝状を贈る。  

 

第４条 当協議会の会則に定める役員及び代議員が、死亡又は傷病による取り扱     

いは、次のとおりとする。  

(1) 死亡弔慰金 ￥１０，０００円 及び、花輪又は生花  

(2) 傷病見舞金 ￥ ５，０００円 （３０日以上入院した場合）   

１名  

 

１名  


